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令和 4年度学びと社会の連携促進事業（教育／EdTech イノベーション創出⽀援事業） 

海外イベント参加支援 

募集要項（公募） 

1. 目的

経済産業省「令和 4 年度学びと社会の連携促進事業」（教育/ＥｄＴｅｃｈイノベーション創出支援

事業）（以下、本事業）では、未来の創り手である次世代人材を育む学習環境づくりに資する新た

な教育／EdTechサービスの社会実装の実現を目指し、国内外の教育市場に関する知識・知見の

習得や人的ネットワーク構築等の支援を通じた、教育イノベーターを官民一体で支援するエコシス

テムの構築を実施しています。

このたび、本事業の一環として、国内の教育イノベーターが海外の教育産業トレンドを知り、人

的ネットワークを構築する機会として、以下の海外イベントへの参加を支援（※審査あり）します。 

 EdTech イベント【SXSW EDU 2023】への参加

本イベントへの参加費及び渡航費の支援、参加に伴う計画作成等の支援を予定しています。

※EdTech：Education（教育）と、Technology（テクノロジー）を掛け合わせた造語。教育現場にデジ

タルテクノロジーを導入することで、教育領域に変革をもたらすサービス・取組のこと。

2. 支援内容

(1) イベント概要

イベント名：SXSW EDU 2023

開催日 ： 2023年 3月 6日(月)～9日(木) 

開催場所： 米国テキサス州オースティン 

ＵＲＬ ： https://www.sxswedu.com/ 

SXSW EDU は世界最大級の複合カンファレンスイベント SXSW の姉妹イベントで、教育

分野に特化した世界最大級の教育イベントです。毎年 3 月にテキサス州オースティンで

4 日間にわたって開催され、カンファレンスセッション、ワークショップ、学習体験、メンタ

ーシップ、映画の上映、未来に焦点を当てたコンテスト、展示会、ネットワーキングの機

会などが行われます。SXSW EDUは、クリエイティブな専門家が集う場として国際的に認

知されており、世界中から約 1 万人の教育系スタートアップ、ベンチャーキャピタル、教

職関係者、学生等が集まります。 

（参照：https://www.sxswedu.com/about/）

https://www.sxswedu.com/
https://www.sxswedu.com/about/
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(2) 支援内容 

 前項のイベントへの参加に伴う参加費及び渡航費の負担（各社 1名まで全額支援） 

※食費、宿泊費等の滞在費は含みません 

 参加前準備（計画作成等）の支援 

 

3. 募集数 

５者程度 

 

4. 募集受付期間 

2022年 11月 14日（月）～2022年 11月 22日（火）正午迄 

 

5. 応募要件 

応募を希望する者、企業（団体）は以下のすべての要件を満たすこととします。 

(1) 海外の教育市場を目指したサービスやコンセプト等を展開している国内企業・団体に所

属し、同分野に関連する業務に従事していること 

※サービスやコンセプト等が商品・製品化されていることは必須としません。 

※今後の新規参入を検討中であれば、現段階で同分野に関連する業務に従事している

ことは必須としません。 

※参加者個人の性別、年齢、国籍は問いません。 

(2) 上記テーマに関する強み（実績）を有すること 

例）自治体との実証事業・導入の実績、教育 ICT 分野におけるアワード受賞、独自性の

ある商品・製品やソリューションの開発（コンセプトベースを含む）、学会等での研究成果

発表、特許取得 

(3) 当該イベントでの目的が明確であること 

イベント参加の目的が下記の全てもしくは 1つ以上に該当すること 

A) 教育市場に係る自社の商品・製品やソリューションを、米国を主とする海外に展開

するための商談を実施する 

B) 教育市場に係る米国等企業の商品・製品やソリューションに関する商談を実施する 

C) 教育市場に係る自社の商品・製品やソリューションの課題解決の仮説を、当該イベ

ント等を通じて検証する 

(4) 当該イベント開催期間中、全日程、現地でイベントに参加できること。また事前に実施す

る説明会等に参加できること 

※イベント開催期間：2023年 3月 6日(月)～9日(木) 

※上記期間の前後が移動日になるため、留意すること。 

※説明会日時は参加者の出席可否も考慮しますが、原則としてご参加いただきますよう

お願いいたします。 
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(5) 情報収集・意見交換等の英語対応が主体的にできること 

※通訳手配の支援は予定しておりません。ただし、各参加者・各社（団体）が費用を負

担し、通訳等を依頼することを妨げるものではありません。 

※当該イベントでは主体的・積極的なコミュニケーションが求められます。 

(6) 経営者等の役員や海外展開の責任者等、当該企業・事業者の意思決定に権限を有す

る者、もしくは、権限者からの推薦を受けることができること 

(7) 運営事務局が行う、アンケートやヒアリング、レポートの作成や報告会への参加など、

本事業にかかる成果や普及に協力できること 

※参加者には、参加前に計画等を作成いただく他、参加後には報告レポートを提出い

ただきます。 

報告レポートの内容（公募時の想定）：本イベントへの参加目的、参加前の準備事項、

参加時の計画内容（参加セッションやそこで得たいもの等）、参加目的の達成度、その

他感想等 

※提出いただいたレポートは、本事業の SNS やメールマガジン等を通じて公開すること

を予定しています。 

(8) 以下にかかる費用は含まれません。各参加者、各社（団体）負担となります。 

例：人件費、宿泊費、食費等滞在費、2名目以降の渡航費および参加費 

※各社（団体）につき、1名分の渡航費および参加費のみ、本事業による負担となります。 

※主催者によるイベント中止の場合でも、参加者ならびに企業（団体）の負担となる諸費

用の損失の責任は負いかねますので、ご了承の上、ご応募下さい。 

 

6. 選定方法 

(1) 選定基準 

① 当該イベントでの目的の明確性 

下記の全てもしくは 1つ以上に該当すること 

A) 教育市場に係る自社の商品・製品やソリューションを、米国を主とする海外に

展開するための商談を実施する 

B) 教育市場に係る米国等企業の商品・製品やソリューションに関する商談を実

施する 

C) 教育市場に係る自社の商品・製品やソリューションの課題解決の仮説を、当

該イベント等を通じて検証する 

② 社会性・公共性・共感性 

自身の強みを活かして、どのようなソリューションを提供し、日本の教育改革へ貢

献しているか 

③ 専門性・独自性・革新性 

既存のソリューションと比較し、独自性や比較優位性があるか 
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④ 海外展開へのポテンシャル 

世界の教育分野の課題に自社の取組が、どのように貢献できるかを語れること 

⑤ コンテンツ実績（国内・海外） 

自治体との実証事業・導入の実績、教育 ICT分野におけるアワード受賞等 

 

(2) 結果通知 

結果については、2022 年 12 月中旬に運営事務局から全ての応募者、企業・事業者宛

に電子メールにて通知します。 

※選定の理由については不問とし、審査結果については異議を申し立てることができま

せん。予めご承知置きください。 

 

7. 応募方法 

(1) 応募手順 

2022 年 11 月 14 日（月）～2022 年 11 月 22 日（火）正午迄に、別添のエントリーシート

に必要事項を記入の上、PDF などの書き換えのできないファイルに変換し、企業概要・

事業内容がわかる参考資料（PDF データ）とともに、以下の事務局メールアドレス宛てに

電子メールで提出ください。 

 

(2) 留意事項 

① 未記入や応募基準を満たしていない等、応募書類に不備がある申請書は受理でき

ません。ただし、必須項目以外は記載できる範囲での記入をお願いします。 

② 提出された申請書等の応募資料は返却しません。 

③ 応募資料に記載した内容に関し虚偽が明らかになった場合は、本事業の採択を取

り消す場合があります。 

④ 次のいずれかに該当する場合は本事業の対象外となり、審査後であっても決定を

取り消します。 

A) 第三者の知的財産権を侵害している場合。 

B) 風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律（昭和 23 年法律第 122 

宛先：令和４年度学びと社会の連携促進事業（教育／EdTech イノベーション創

出⽀援事業）海外イベント参加⽀援 事務局 

メールアドレス： eol-meti@nri.co.jp 

件名：【応募】海外イベント参加エントリー（企業名または応募者名） 

添付資料ファイル名： 

1. 企業名または応募者名_日付（MMDD）_エントリーシート.pdf 

2. 企業名または応募者名_日付（MMDD）_参考資料.pdf 
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号）第 2条第 1 項各号に定める風俗営業を営むと認められるとき。 

C) 役員等(個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又は事業所

の代表をいう。以下、同じ。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律 (平成 23 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。) 第２条第６号

に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) であると認められるとき。 

D) 暴力団(暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又

は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められたとき。 

E) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認めら

れるとき。 

F) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与

していると認められるとき。 

G) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

H) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方

が（C）から（G）までのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契

約を締結したと認められるとき。 

I) 国や地方公共団体等による補助金等に関し、不正経理や不正受給を行ったこ

とがあるとき。 

(3) 個人情報の取扱い 

応募書類の提出をもって、応募書類に記載される個人情報が、経済産業省及び株式会

社野村総合研究所に提供され、本事業に必要な範囲で利用されることに同意したもの

とみなします。 

 

8. 今後のスケジュール（予定） 

(1) 募集期間：2022年 11月 14日（月）～2022年 11月 22日（火）正午迄 

(2) 選定 ：2022年 12月上旬 

(3) 合否通知：2022年 12月中旬 

(4) 海外イベントスケジュール 

SXSW EDU 2023： 2023年 3月 6日(月)～9日(木) 

※上記スケジュールは変更になる可能性もあります。参加者、企業（団体）には別途詳

細スケジュール（イベント前後の渡航行程等）をご案内いたします。 
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9. 問い合わせ先 

経済産業省「令和 4 年度学びと社会の連携促進事業（教育/ＥｄＴｅｃｈイノベーシ

ョン創出⽀援事業）」受託者事務局：株式会社野村総合研究所 

 

海外イベント参加⽀援担当（株式会社野村総合研究所）中島 

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-9-2  

大手町フィナンシャルシティグランキューブ 

TEL：070-7605-2168（担当者直通） 

E-mail： eol-meti@nri.co.jp 

営業時間：⽉曜〜⾦曜 9:30〜17:30（⼟曜、日曜、祝日は休み） 


